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北
朝
鮮
特
定
貨
物
の
検
査
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

今
般
政
府
の
提
出
し
た
「
貨
物
検
査
特
別
措
置
法
案
」
は
、
「
自
由
民
主
党
・
改
革
ク
ラ
ブ
」
、
「
み
ん
な
の
党
」
、
「
国

益
と
国
民
の
生
活
を
守
る
会
」
が
十
月
二
十
八
日
に
「
北
朝
鮮
特
定
貨
物
の
検
査
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
」
を
提
出
し
た

こ
と
に
対
し
、
急
遽
十
月
三
十
日
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
北
朝
鮮
特
定
貨
物
の
検
査
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
」

は
、
わ
が
党
が
政
権
に
あ
っ
た
時
、
北
朝
鮮
の
二
度
の
核
実
験
や
相
次
ぐ
ミ
サ
イ
ル
発
射
を
受
け
て
、
国
連
安
全
保
障
理
事
会

が
採
択
し
た
対
北
朝
鮮
制
裁
決
議
に
基
づ
き
策
定
さ
れ
た
政
府
提
出
法
案
と
全
く
同
じ
も
の
で
あ
り
、
先
の
通
常
国
会
で
は
同

法
案
は
衆
議
院
で
可
決
さ
れ
た
が
、
参
議
院
で
審
議
入
り
さ
れ
な
い
ま
ま
、
衆
議
院
解
散
に
よ
り
廃
案
と
な
っ
た
。

今
回
の
政
府
提
出
法
案
は
前
回
の
政
府
提
出
法
案
と
比
べ
、
�
法
案
の
名
称
、
�
法
案
第
九
条
第
二
項
の
削
除
と
い
う
二
点

の
重
大
な
変
更
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
以
下
の
通
り
質
問
す
る
。

一

今
回
の
政
府
案
は
、
先
の
通
常
国
会
の
政
府
提
出
法
案
と
比
べ
、
条
文
中
に
は
、
「
北
朝
鮮
」
と
い
う
名
が
何
度
も
明
記

さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
案
名
か
ら
「
北
朝
鮮
」
と
い
う
名
称
を
わ
ざ
わ
ざ
外
し
て
、
法
案
名
と
し
て
は
極
め
て

異
例
で
あ
る
国
連
決
議
名
を
法
案
名
に
採
用
し
た
。
こ
の
名
称
変
更
の
目
的
如
何
。

一



二

こ
の
名
称
の
変
更
に
よ
り
、
北
朝
鮮
や
国
際
社
会
に
対
す
る
わ
が
国
の
強
い
意
志
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
が
損
な
わ
れ
た
と
考

え
る
が
、
政
府
の
認
識
如
何
。

三

今
回
の
政
府
案
は
、
先
の
通
常
国
会
の
政
府
提
出
法
案
と
比
べ
、
法
案
第
九
条
第
二
項
が
削
除
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
目

的
如
何
。

四

前
回
の
政
府
提
出
法
案
の
審
議
で
は
、
「
法
案
の
規
定
に
よ
る
検
査
そ
の
他
の
措
置
に
関
し
、
海
上
保
安
庁
の
み
で
は
対

応
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
特
別
の
事
情
、
す
な
わ
ち
、
万
一
の
可
能
性
と
し
て
、
海
上
に
お
い
て
対
象
船
舶
か
ら
海
上
保
安

庁
で
は
対
応
で
き
な
い
激
し
い
抵
抗
を
受
け
た
場
合
も
、
全
く
排
除
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
の
認
識
を
政
府
は
有
し
て

い
た
が
、
そ
の
認
識
は
変
更
さ
れ
た
の
か
。

五

前
項
の
よ
う
に
「
海
上
保
安
庁
の
み
で
は
対
応
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
特
別
の
事
情
」
の
場
合
に
は
、
「
自
衛
隊
法
第
八

十
二
条
に
基
づ
く
海
上
警
備
行
動
な
ど
所
要
の
措
置
を
と
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
」
と
し
て
い
た
が
、
こ
の
政
府
の
認
識

に
変
更
は
な
い
か
。
今
回
、
法
案
第
九
条
第
二
項
を
削
除
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
海
上
保
安
庁
の
み
で
は
対
応
す
る
こ
と
の

で
き
な
い
特
別
の
事
情
」
が
発
生
し
た
場
合
に
、
自
衛
隊
に
よ
る
海
上
警
備
行
動
な
ど
を
と
る
こ
と
は
排
除
さ
れ
る
の
か
。

六

前
回
の
政
府
提
出
法
案
に
お
け
る
、
法
案
第
九
条
第
二
項
は
自
衛
隊
が
既
存
の
法
律
内
に
お
い
て
活
動
を
行
う
こ
と
を
想

二



定
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
該
規
定
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
自
衛
隊
の
新
た
な
任
務
、
権
限
を
創
設
す
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
し
か
し
我
々
は
、
実
力
組
織
と
し
て
の
自
衛
隊
が
、
人
命
・
財
産
の
保
護
ま
た
は
治
安
の
維
持
の
た
め
に
所
要
の
措
置

を
と
る
と
い
う
こ
と
の
重
要
性
に
鑑
み
て
も
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
リ
ス
ト
と
し
て
明
確
に
規
定
す
べ
き
と
考
え
、
あ
え
て
確
認

的
・
入
念
的
規
定
と
し
て
こ
れ
を
設
け
た
。
現
政
権
で
の
自
衛
隊
の
活
動
に
関
す
る
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
リ
ス
ト
と
し
て
の
明
記

に
対
す
る
認
識
如
何
。

七

今
国
会
の
会
期
を
わ
ず
か
四
日
間
し
か
延
長
せ
ず
、
本
法
案
に
関
し
て
政
府
は
、
今
国
会
で
の
成
立
を
断
念
し
た
と
の
報

道
も
さ
れ
て
い
る
。
未
解
決
の
拉
致
問
題
を
抱
え
、
か
つ
、
核
・
ミ
サ
イ
ル
の
脅
威
を
直
接
受
け
る
わ
が
国
が
、
国
際
社
会

に
対
し
て
更
な
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
、
国
際
社
会
が
連
携
し
て
北
朝
鮮
に
断
固
た
る
措
置
を
と
る
中
心
的
な
役

割
を
担
う
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
「
貨
物
検
査
特
別
措
置
法
案
」
の
今
国
会
成
立
に
対
す
る
意
欲
如
何
。

八

国
連
安
保
理
決
議
一
八
七
四
号
が
採
択
さ
れ
て
か
ら
、
半
年
が
経
と
う
と
し
て
い
る
の
に
、
そ
の
決
議
採
択
に
主
導
的
役

割
を
果
た
し
た
わ
が
国
の
法
整
備
が
遅
れ
る
こ
と
は
、
国
際
社
会
に
向
け
て
、
大
き
く
マ
イ
ナ
ス
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
な
る
と

考
え
る
が
、
政
府
の
認
識
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


